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番号 質問等に対する回答 備　　考

1

　6．仕様(1)（ｱ）（ｲ）及び(4)（ｱ）から（ﾉ）の記載事項は、2.数量(1)(2)の
ソフトウェア両方が対象となります。
　ただし、１つのソフトウェアで両方を兼ね備えている場合は、2.数量
(1)リモートアクセス用ソフトウェアの数を対象としてください。

2

　現在利用しているリモートアクセス用ソフトウェアはオンプレミス型を
利用していますが、オンプレミス型は必須ではありません。
　オンプレミス型の場合は、当機構のサーバ環境に適したソフトウェア
であれば、当機構側のサーバにてリモートアクセス環境を整備してく
ださい。これ以外は、受注者のご負担で整備となります。

調達件名　：　リモートアクセス用ソフトウェア　一式

質問等の内容

購入仕様書　2.数量について
(1)(2)  に各々ソフトウェアがございますが、　6．仕様(1)（ｱ）（ｲ）及
び(4)（ｱ）から（ﾉ）の記載事項は、(1)(2)のどちらのソフトウェアを
対象としておりますでしょうか。それとも(1)(2)の両方が各項目の
対象になりますでしょうか。

購入仕様書　6.仕様（2）について
新たにサーバー構築が必要な場合には、とございますが、サー
バーを使用したオンプレミス型が必須条件なのでしょうか。それと
も仕様を満たせばサーバー構築は不要と言う解釈でよろしいで
しょうか。

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇
所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。


